
１．はじめに

　鉄道における地震時の列車運転規制は，地盤上に設置
された地震計で観測される値を判断指標として行われて
いる例えば１）。この時の地震動指標としては最大加速度，
計測震度，SI値等が採用されているとともに，規制を
行う地震動の強さ（以降，運転規制基準値と呼ぶ）も鉄
道事業者によって異なる。この運転規制基準値は，過去
に発生した地震における施設被害とその箇所で推定され
る地震動強さの関係を整理した後に，被害発生箇所の地
震動強さの下限に基づいて値を定めている事例１) があ
り，基本的にはこの考え方に準じて経験的に設定されて
いると考えられる。この際，地震計の設置間隔に応じた
地震動分布のばらつき，構造物耐力の変動に伴う損傷分
布のばらつき等，各種の不確定な要素が存在するが，こ
のような影響も含んだ上で工学的判断により運転規制基
準値を設定していることになる。
　一方で，近年頻発している大規模地震等の経験をもと
に，鉄道構造物や電化柱等の耐震診断，耐震補強や沿線
地震計の増設といった各種の地震対策が推進されてい
る。これによって，鉄道の耐震性能が向上するとともに，
地震動情報の高密度化による地震動分布の不確定性の低
減等が実現されていることは疑いようのない事実であ
る。しかしながら，過去の地震被害の下限値に基づいて
運転規制基準値を設定している現状に鑑みると，各種地
震対策の効果を運転規制基準値の更新という形で陽に反
映させることは困難である。

　そこで本検討では，各施設の地震時性能や地震動の特
性などの線区情報を個別に考慮した上で，地震による各
施設の損傷の可能性を個別に評価し，これに基づいて運
転規制を実施する手法を提案２）したので，手法の概要
と試算の結果を紹介する。

２．地震時運転規制基準値の更新手法の提案

2. 1　基本的な考え方
　本検討では，鉄道施設の耐震補強や地震計の増設と
いった各種の地震対策に伴う効果を運転規制基準値に反
映させる手法を提案する。この際「対策によって向上し
た耐震性能の変化程度に応じて運転規制基準値を上昇さ
せる」という考え方（図 1（a））を基本とする。一方，
現在の運転規制基準値は前章で述べた通り，地震動情報
や構造物被害の評価といった不確定，不確実な要素を含
んだ上で，経験的，工学的に設定されている。そのため
例えば「数値解析によって構造物の損傷は 100gal以上
で発生することが確認されたので，運転規制基準値を
100galに設定する」といった決定論的な判断を行うと，
これまで暗に考慮してきた不確定，不確実な要素，安全
率等を無視することとなり，従来の運転規制基準値との
連続性が失われるとともに，安全性の低下も危惧される。
　そこで本検討では「地震対策による性能の向上（耐力，
変形性能の向上等）」を，「地震によって損傷が発生する
可能性（損傷発生リスク）が低減する」という効果で表
現することとし，「地震対策によって低減した損傷発生
リスクの差分に応じて運転規制基準値を上昇させる」と
いう方法を構築する。以上の概念により，従来から用い
ている運転規制基準値の工学的な長所を残した上で，路
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線の地震時性能の向上分を陽な形で運転規制基準値の見
直しに反映することが可能となる（図 1（b））。
　この考え方に基づくことで「耐震補強や地震計増設と
いった地震対策の効果を反映させた規制基準値の更新」
が可能となる（2.2節）。さらに，対策の実施有無に関わ
らず「各区間の損傷発生リスクを全区間で均一とするこ
とによる規制基準値の更新」も実現可能となる（2.3節）。
　これらの規制基準値の更新は主に地盤上に設置された
地震計の指標値に基づいて運転規制を実施する方法であ
る。その一方で，地震毎に地震動の特性（周期特性，継
続時間等）は異なるため，ある地点で複数回の地震が発
生し，観測された地震動指標値が全て同一（例えば震度
5強）であったとしても，構造物への影響という観点で
は差があると考えられる。そのため地盤上記録の指標値
に基づく運転規制ではなく，構造物の損傷有無に基づい
て運転規制を行うことで，より合理的な評価が期待され
る。そこで，「構造物の損傷評価結果を用いた運転規制」
に関して 2.4節で述べる。

2. 2　地震対策の効果を考慮した運転規制基準値の更新
　地震対策の効果を定量的に評価することで，運転規制
基準値を更新する提案手法について説明する。まず現状
の運転規制基準値を設定した当初の状況として，図 2
（a）のように等間隔に地震計が設置され，全線に渡っ

て地盤，構造物が均一であるケースを考える。この時の
規制基準値は全ての地震計で同一とする。この路線に対
して，構造物の損傷発生リスクを図 2（b）のように評
価する。損傷発生リスクを算定する際に想定する地震動
は，各地震計において運転規制基準値と同一の地震動が
観測されるレベルとする。また，損傷発生リスクには，
各種の不確定性を考慮する。同一の地盤，構造物が並ん
でいた場合，不確定性の総量の空間変化は地震計から離
隔のみに依存するため，地震計近傍では不確定性は小さ
く，地震計から遠ざかるにつれ不確定性が大きくなる。
この不確定性を考慮することで，図 2（b）に示すよう
に地震計の遠方地点ほど損傷発生リスクが大きくなる。
ここで得られた損傷発生リスクは「当該地震計において
規制基準値の地震動が観測された場合に，各鉄道施設で
損傷が発生する確率」であり，これを基本条件とする。
　続いて，各施設に地震対策を実施した状況に対して，
損傷発生リスクを算定する。この地震対策としては，施
設の耐震補強（図 3（a））や，地震計の増設（図 3（b））
等が考えられる。施設の耐震補強を実施することで，損
傷が発生する地震動レベルが上昇するために，損傷発生
リスクが低減する。また地震計を増設すると，地震計の
設置間隔が短くなるため，地震計間での不確定性が低減
される。この不確定性の低減によって，損傷発生リスク
も低減される場合がある。

図１　運転規制基準値の更新方法の基本的な考え方

図２　各種対策前の運転規制基準値と各鉄道施設の損傷発生リスク
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　以上を背景に，リスク低減の分だけ運転規制基準値を
上昇させる。この上昇量は，各地震計の受け持ち区間毎
に，各種対策前の損傷発生リスク（図 2（b））を超過し
ない範囲で設定することができる。そのため，図 3で示
した各状態に対する基準値の見直しは，それぞれ図 4の
青線に示したように，対策を実施した箇所付近において
実施可能となる。

2. 3　�各区間の地震動，地盤，構造物の特性を考慮した
運転規制基準値の更新

　路線全体の損傷発生リスクを評価することで，地震計
の受け持ち区間毎の損傷発生リスクを横並びで見ること
が可能となる。鉄道路線は延長が長く，地域による地震
動特性，地盤特性には特徴があるとともに，構造物特性
も場所により変化している場合がある。前節では各種特
性を全線で同一と仮定したため，損傷発生リスクが単純
な形状を示していたが，実際には各地点における構造物
の損傷発生リスクは複雑に変化すると考えられる。この地
点毎の損傷発生リスクの変化を把握することで，対策の
有無によらず，運転規制基準値を見直すことが可能となる。

　具体的なイメージを図 5に示す。この箇所では，各種
の要因によって終点方の損傷発生リスクが小さい結果が
得られていると仮定する（図 5（a）の実線）。この損傷
発生リスクのうち，地震計受け持ち区間の損傷発生リス
ク（図 5（a）の点線）と全線の最大値（図 5（a）の一
点鎖線）の差分に対応して，図 5（b）のように運転規
制基準値を調整可能であるため，当該路線の終点方にお
いて運転規制基準値を引き上げることができる。また，
この考え方を前節で述べた手法と組み合わせることで，
運転規制基準値の更なる合理化が可能である。

2. 4　地震毎の損傷評価結果に基づく運転規制の実施
　前節までの評価は，いずれも地盤上に設置された地震
計の観測記録より得られる単一指標（SI値など）を用
いた運転規制基準値の設定方法である。鉄道施設の被害
を単一の地震動指標で表現する方法は，評価が簡便であ
る一方で，地震動の周期特性や構造物の特性（周期，強
度の違い）等を陽な形で考慮することができない。その
結果，当該地点の地震動指標と構造物条件を用いた詳細
な挙動評価の対応に関する不確実性が大きくなるため，

図３　地震対策後の損傷発生リスクの評価

図４　地震対策に伴う運転規制基準値の更新

図５　各区間の地震特性の相違を考慮した運転規制基準値の更新
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これを反映した損傷発生リスクも大きな値となる。この
不確実性を低減する方法として，地震毎に地震動や構造
物の特性を直接考慮して損傷発生リスクを評価すること
で，さらに運転規制を合理化する手法を提案する。
　具体的なイメージを図 6に示す。2つの地震 A, Bが発
生し，図 6（a）に示すようにいずれの地震においても対
象路線に設置された 3つの地震計において，運転規制基
準値（図 6（a）の点線）を少し上回る記録が観測された
とする。この時，地盤上の地震記録に基づく規制を実施
する場合には，両地震ともに全線で運転規制が行われる。
　この地表地震計で得られた運転規制基準値は，同一の
指標値となる地震に対して，構造物の挙動評価を行った
場合の各種ばらつきを含んだものであり，これが図 2
（b）に示したような各種対策前の損傷発生リスクにな
る。そのため，個別の地震観測記録，個別の構造物に対
して耐震設計で用いられているような評価手法によって
損傷評価を行うことで，各種不確実性の低減が可能とな
り，結果として損傷発生リスクが小さくなる場合が多い
と考えられる。
　そこで，地震発生直後に各地震に対して個別に損傷発
生リスクを評価した場合の結果イメージを図 6（b）に
示す。地震 Aでは，地表地震計により判断を行う際の
リスク（図 6（b）の点線）を超過する領域が存在した
（図 6（b）の一点鎖線）。その一方で，地震 Bでは全て
のエリアでこれを下回る結果が得られたとする（図 6
（b）の実線）。この場合には，地震 Aでは限られた範
囲のみで運転規制を行うという判断が可能となるととも
に，地震 Bでは運転規制が不要となる。そのためいず
れのケースにおいても，地表地震計で運転規制を実施す
る場合と比較して，運転規制の合理化，早期運転再開が
実現可能となる。

３．�提案手法を用いた地震時運転規制基準値の
更新

3. 1　対象とする路線の概要
　前章で提案を行った地震時運転規制基準値の更新手法
を用いた試算を行う。対象とする路線は，図 7に示す延
長約 700kmの仮想路線とする。この路線は主に橋りょ

う・高架橋で構成されており，各構造物の挙動は耐震設
計で用いられる等価 1自由度モデルによって評価可能
であるものとする。この時に必要となる等価固有周期
Teq，降伏震度 khyは，予め多様な諸元を有する構造物に
対して計算されたデータベース３）を用いて設定してい
る。この橋りょう・高架橋の支承部は鋼棒ストッパー，
鋼角ストッパーが使用され，電化柱は 12-40-N9Bが全
線で使用されていると仮定した。また，沿線の地震計は
0km，20km，40km…と 20km間隔で設置されていると
仮定し，運転規制は SI値が 12kineを超過した場合に実
施する１）こととした。
　この鉄道路線に対して損傷発生リスクを評価する。こ
の時の入力地震動は，全ての地震計位置の SI値が
12kineとなるように調整した地震観測記録（近年観測
された代表的な 7波形）を用いることとし，地震計設置
箇所間の地震動の変動は，距離に基づく地震動の振幅の
変化を距離減衰式４）を用いて評価する。また，各地震
計の受け持ち区間における損傷発生リスクは，複数の地
震動を用いて得られたそれぞれの損傷発生リスクのう
ち，受け持ち区間における最大値を採用することとした。
　各構造物の挙動評価，損傷発生リスクの評価は，既往
の成果５）６）７）に基づいて実施することとし，高架橋く体
の損傷は，応答塑性率 μ＝1を限界値として設定するとと
もに，支承部，電化柱はそれぞれ限界耐力を加速度応答
に換算して設定している。この時，本来であれば各施設
の耐力，周期等の不確定性を考慮した損傷発生リスクの
評価を行う必要がある８）が，今回はこの影響は無視して
構造物等の情報は確定的に与えられるものと仮定した。
　以上の条件に基づいて，高架橋く体，支承，電化柱の

図６　地震毎の損傷発生リスクに基づく運転規制の実施

図７　対象路線の情報（土木構造物の振動特性）

特集：防災技術

鉃道総研報告　Vol.36,  No.4,  202250



損傷発生リスクの評価を行った結果を図 8に示す。この
図では全区間における損傷発生リスクの最大値を 1に
正規化した指標（リスク比率）で表示している。この結
果を見ると，この路線では多くの区間で電化柱の損傷発
生リスクが最大値を示している。そのため今回の設定条
件下において，当該路線における運転規制の観点からは
電化柱の損傷がボトルネックになっていることが分か
る。また損傷発生リスクの最大値は区間によって大きく
変動しており，場所によっては最もリスクの高い区間と
比較して 0.6倍程度になっていることが分かる。これは
各区間の地盤特性，構造物特性の違いによるものである。

3. 2　地震対策の効果を考慮した運転規制基準値の更新
　本節ではいくつかの地震対策シナリオを設定し，この
対策効果を考慮した規制基準値の更新に関する試算を行
う。具体的にはシナリオとして，a）電化柱への地震対策，
b）全施設への地震対策，c）地震計の増設を設定し，そ
れぞれの評価を実施する。
　ここで，対策に伴う各施設の耐震性能の上昇は，本来
であれば個別構造毎に評価する必要があるが，今回は以
下のように一律に設定した。まず電化柱については，鋼
管柱への交換を行うこととした。高架橋の耐震性能は，
せん断補強によって損傷レベル 2以上に至る震度が
30%上昇すると仮定し，支承については限界震度が
20%上昇すると仮定した。また，地震計の増設に関し
ては，従来の 20km間隔の中間地点に地震計を増設し，
地震計設置間隔を 10kmとした。
　これらの対策を実施することによる，損傷発生リスク
の変化を対策方法別に算定する。この時，対策前の損傷
発生リスクで正規化し，これを「リスク変化率」と定義
することで，損傷発生リスクの増減を定量的に表示する。
　a）　電化柱に地震対策を実施した場合
　対策前の状態（図 8）で相対的に損傷発生リスクが高
かった電化柱に対策を施した条件において，リスク変化
率を算出した結果を図 9に示す。これらの結果より，電
化柱の損傷発生リスクはほぼゼロに低下し，地震対策を
実施することで，全体的に損傷発生リスクが低減してい
ることが分かる。しかしながら，対策前において電化柱
以外の損傷発生リスクが相対的に大きくなっていた
400km～550km付近では，対策後においても路線とし
てのリスク変化率は 1のままとなっている。
　続いてこのリスク変化率から運転規制基準値の更新を
行った。得られた結果を図 10に示すが，例えばキロ程
580km付近のように，図 9で地震リスクが大きく低減
している箇所において，運転規制基準値を大幅に引き上
げ可能であることが分かる。その一方で，元の状態にお
いて電化柱以外の損傷発生リスクが最大となる場所（例
えばキロ程 450km付近）では，電化柱の対策を実施し

た場合にも当該箇所のリスクは低減せず，運転規制基準
値も変化しない。
　b）　全施設に地震対策を実施した場合
　続いて，高架橋く体，支承部，電化柱の全てに地震対
策を実施した状況を想定し，損傷発生リスクの評価を
行った。得られた結果を図 11に示すが，全線に渡って

図８　現状の損傷発生リスクの評価結果

図９　地震対策に伴う損傷発生リスクの変化
（対策箇所：電化柱）

図10　運転規制基準値の評価結果（対策箇所：電化柱）

図11　地震対策に伴う損傷発生リスクの変化
（全施設に対策）

図12　運転規制基準値の評価結果（全施設に対策）
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損傷発生リスクを大幅に低減できていることが分かる。
この状態において提案手法に基づいて運転規制基準値の
更新を行った結果を図 12に示す。これを見ると，損傷
発生リスクの大幅な低減に伴って，全線における規制基
準値の大幅な上昇が実現可能であることが分かる。
　c）　地震計の増設
　地震計を増設することで地震計間の地震動分布の不確
定性が低減され，結果として損傷発生リスクの低減が期
待される。そこで，地震計の増設に伴う損傷発生リスク
の変化，運転規制基準値の更新に関する評価を行った。
なおこの時には，上記 b）の地震対策は実施していない
状態（上記 a）の状態）を基準としてリスク変化率等の
評価を行っている。
　地震計の設置間隔を 20km間隔から 10km間隔とした
条件下で，損傷発生リスクの変化率を評価した結果を図
13に，運転規制基準値の更新結果を図 14に示す。今回
の事例では，地震計を増設することで，大幅なリスク低
減，規制基準値の上昇が実現されている。
　また地域によって対策効果に差が見られるが，これは
今回設定した構造物等の条件が図 7のように複雑に変
動しているためである。具体的には，例えば地震計が設
置されている地点の近傍で弱点となる構造物が存在する
場合には，地震計の増設に伴うリスク低減効果が小さく
なり，結果として運転規制基準値がそれほど上昇しない
ことになる。これに対して，地震計の設置箇所遠方で弱
点となる構造物が存在する場合には，この箇所の地震動
の不確定性が小さくなることで，損傷発生リスクが大幅
に低減される。
　また紙面の都合上省略するが，2.3節，2.4節で提案
を行った各区間の地震動，地盤，構造物の特性の考慮や，
地震毎の損傷評価によって，運転規制が更に合理化され
るという点も試算により別途確認済２）である。

　このように，今回提案した手法を用いることで，各種
地震対策の効果を損傷発生リスクの低減という形で定量
的に評価可能である。この手法により，土木構造物の耐
震対策に限らず，他施設の耐震対策や，地震計の増設効
果等の対策であっても，同一の指標によって評価するこ
とができる。さらに，この損傷発生リスクの低減を運転
規制基準値の更新に直接反映することが可能であること
が確認された。

４．まとめ

　本検討では，地震発生後の早期運転再開を実現させる
ための運転規制基準値の設定方法の提案を行った。具体
的には，各施設の地震時性能や入力される地震動などの
線区情報を個別に考慮した上で，地震による損傷発生の
可能性を個別に評価し，これに基づいて運転規制を実施
する手法を提案し，手法の有効性を確認した。
　今回提案した手法を用いることで，各施設の耐震性能
の向上や地震計設置に伴う地震動情報の高密度化の効果
を運転規制に直接関連付けることが可能となり，結果と
して点検箇所の合理化が実現される。さらに，提案法に
よって運転規制の実施回数，実施範囲の合理化程度の定
量評価や，経済的な効果の評価が可能となるため，運転
規制の効率化という観点からの耐震診断，耐震補強，地
震計増設等の実施効果の評価も可能となる。
　なお今回の試算では，想定する被害箇所を限定したが，
実際の鉄道の地震被害箇所は多岐に渡る。そのため提案
手法を実路線に適用する際には，様々な被害を網羅した
評価が必要である。これには，これまでの各種成果を活
用可能であるとともに，各施設の地震被害予測手法の高
度化に引き続き取り組むことが重要である。
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